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*適用区分「ア」：標準報酬月額が８３万円以上の方

　252,600円　＋　（医療費　－　842,000円）×1％

*適用区分「イ」：標準報酬月額が５３万～７９万円の方

　167,400円　＋　（医療費　－　558,000円）×1％

*適用区分「ウ」：標準報酬月額が２８万～５０万円の方

　80,100円　＋　（医療費　－　267,000円）×1％

*適用区分「エ」：標準報酬月額が２６万円以下の方

　57,600円

*適用区分「現Ⅱ」：標準報酬月額が５３万～７９万円の方
　167,400円　＋　（医療費　－　558,000円）×1％
*適用区分「現Ⅰ」：標準報酬月額が２８万～５０万円の方
　80,100円　＋　（医療費　－　267,000円）×1％

上記のとおり健康保険限度額適用認定証の交付を申請します。

常 務 理 事 事 務 長 担 当 者 担 当 者

健康保険　限度額適用認定証申請書

令和 1 7 15 提出

対 象 者

氏 　　名 　日本　太郎 生年月日

男 ・ 女

住　　所

被 保 険 者 証 の
記 号 － 番 号 111

　日本　太郎

△△△－△△△△

●●●●●●●●●１－２－３番地

氏 　　名 印

東京都千代田区神田駿河台４－６

被保険者との続柄 本人

名称 日本製紙株式会社

生年月日

性別

歳
未
満

70
歳
以
上

この申請により交付された認定証を病院の窓口に提示すれば、医療費が高額になっても支払いが自己負担限度額までに
おさえられます。
この認定証を使わずに高額療養費が発生した場合は、診療月の３ヵ月後に自動的に給付をしています。最終的な自己負担
限度額はどちらの場合も変わりません。

参考：自己負担限度額　（限度額適用認定証が必要な区分のみ記載）

70

被
保
険
者
が
記
入
す
る
と
こ
ろ

－ 99999

事 業 所

　

被保険者

住所

受 付 印


